
昭
和
六
十
年
政
令
第
二
百
十
二
号

基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
施
行
令

内
閣
は
、
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
四
条
の
政
令
で
定
め
る
特
許
権
及
び
実
用
新
案
権
）

第
一
条
　
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
政
令
で
定
め
る
特
許
権
及
び
実
用
新
案
権
は
、
政
府
が
外
国
の
政
府
若
し
く
は
公
共
的
団
体
又
は
国
際
機
関
と
共
同
し
て
民
間
の
基
盤
技
術
の
向
上
に
資
す
る

た
め
に
行
つ
た
基
盤
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
（
当
該
試
験
研
究
の
相
手
方
が
そ
の
成
果
と
し
て
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
特
許
権
及
び
実
用
新
案
権
（
以
下
「
特
許
権
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
政
府
、
日
本
国
民
又
は
日
本
国
法

人
（
地
方
公
共
団
体
を
含
む
。
）
に
対
す
る
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
無
償
と
し
、
又
は
そ
の
許
諾
の
対
価
を
時
価
よ
り
も
低
く
定
め
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
成
果
に
係
る
国
有
の
特
許
権
等
と
す
る
。

（
法
第
四
条
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条
　
法
第
四
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前
条
に
規
定
す
る
国
有
の
特
許
権
等
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
特
許
権
等
に
係
る
法
第
四
条
に
規
定
す
る
試
験
研
究
の
相
手

方
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
並
び
に
日
本
国
民
及
び
日
本
国
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
当
該
特
許
権
等
の
管
理
を
所
掌
す
る
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
外
国
の
政
府
又
は
公
共
的
団
体
　
当
該
外
国
の
政
府
、
公
共
的
団
体
、
国
民
及
び
法
人

二
　
国
際
機
関
　
当
該
国
際
機
関
並
び
に
当
該
国
際
機
関
を
構
成
す
る
外
国
の
政
府
、
公
共
的
団
体
、
国
民
及
び
法
人

２
　
前
項
に
規
定
す
る
大
臣
は
、
同
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
九
日
政
令
第
二
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
四
日
政
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
八
日
政
令
第
三
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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